
自己負担額が高額になった場合
　組合員や被扶養者が入院などをして自己負担額が高額になった場合は、一定の金額を超える
部分について共済組合から「高額療養費」や「附加給付」が支給されます。（共済組合への
請求手続きは不要です。）支給額については、組合員へ「短期給付決定通知書」にてお知らせ
のうえ、月末に送金（土日祝日の場合は前営業日）します。

所 得 区 分 適用
区分 自 己 負 担 限 度 額 多数回該当（※）

標準報酬月額
830,000 円以上 ア 252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）×１％ 140,100 円

標準報酬月額
530,000 円以上 イ 167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）×１％ 93,000 円

標準報酬月額
280,000 円以上 ウ   80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）×１％ 44,400 円

標準報酬月額
260,000 円以上 エ 57,600 円 44,400 円

低所得者
（住民税非課税） オ 35,400 円 24,600 円

科 　 　 　 　 目 所得区分 基 礎 控 除 額

● 一部負担金払戻金（組合員に対する給付）
● 家族療養費附加金（被扶養者に対する給付）
● 家族訪問看護療養費附加金（被扶養者に対する給付）

一 般 25,000 円

上 位 50,000 円

合算高額療養費に伴う場合
● 一部負担金払戻金（組合員に対する給付）
● 家族療養費附加金（被扶養者に対する給付）
● 家族訪問看護療養費附加金（被扶養者に対する給付）

一 般 50,000 円

上 位 100,000 円

　組合員もしくはその被扶養者が同一の月に 1 つの病院等に支払った自己負担額が、図 1 に
より算出した自己負担限度額を超える場合に支給されます。

　附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところにより行う給付です。
自己負担額が図 2 の基礎控除額を超えた場合に支給されます。

※多数回該当 … 同一世帯で、その月前 12 月以内に３回以上の高額療養費が支給されている場合

◆高額療養費

◆附加給付

図 1

図 2

※ 1）所得区分「一般」は、標準報酬月額 530,000 円未満の者
※ 2）所得区分「上位」は、標準報酬月額 530,000 円以上の者
※ 3）合算高額療養費とは、世帯合算など複数の診療報酬明細書（レセプト）が合算され、高額療養費を算定する場合
※ 4）100 円未満は切り捨て、1,000 円未満は不支給
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×〇 全額自己負
担

全額自己負
担

　整骨院や接骨院の施術は、組合員証や被扶養者証（以下、「組合員証等」という。）が使用
できる場合とできない場合があります。下表を参考に、適正受診にご協力ください。

　当組合では医療費適正化対策として、整骨院等で組合員証を使用して受けた施術内容の調査
を行う場合があります。調査の対象となった皆様には大変お手数ですがご協力をお願い
いたします。

整骨院等の適正な受診についてのお願い

組合員が外来診療で１か月の医療費が 470,000 円かかった場合【図１の適用区分「ウ」 に該当】

80,100 円 ＋（470,000 円－ 267,000 円）×１％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝  82,130 円（自己負担限度額）

141,000 円（医療費の３割分）－ 82,130 円（自己負担限度額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝ 58,870 円（高額療養費）

82,130 円（自己負担限度額）－ 25,000 円（基礎控除額：図２「一般」参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝  57,130 円
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝  57,100 円（一部負担金払戻金）

○骨折、脱臼
　（緊急時以外は医師の同意が必要）

○打撲

○捻挫

○肉離れ

○勤務中や通勤途中での負傷（労災保険適用）

○慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用

○筋肉疲労、肉体疲労

○単なる肩こり   等

組合員証等が使用できる場合 組合員証等が使用できない場合

当組合（委託先：オークス）から施術内容を照会することがあります。

例

高額療養費

附加給付：一部負担金払戻金

100 円未満切捨て高額療養費と一部負担金払戻金を
組合員へ支給します。

82,130 円を超えた分を
高額療養費として支給します。

お問い合わせ先 保 健 課　　T E L   0 9 5 - 8 2 7 - 3 1 3 9
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